
紀宝町空家等対策計画【概要版】（令和４年４月） 

Ⅰ 計画の概要 
 

◆計画の背景と目的◆ 
 

少子高齢化社会の進展や既存建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、適正に継承等がなされ

ず、増加しつつある空家等は、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。こうし

た背景のもと、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「空家特措法」

という。）が公布、平成27年5月26日に施行されました。空家特措法では、空家等の予防措置や適正

管理、管理不全空家等への対応等について定められており、利活用も併せた総合的かつ計画的な対策

の推進が求められています。 

このような中、本町においても、空家等の外観調査や所有者等意識の実態調査を行い、空家等の現状

や所有者等の意向を把握し、課題等を整理した上で、空家特措法に基づく紀宝町空家等対策計画を策定

することにより、空家等の適正管理及び管理不全空家等への対応、空家等の利活用促進などの契機と

することを目的としています。 

 

◆計画の対象◆ 
 
(1) 施策の対象とする地区 

空家等に関する対策は、町全域で行うことが必要であるため、本計画の対象は本町全域とします。 
 

(2) 施策の対象とする空家等 

本計画で対象とする空家等は、空家特措法第２条第１項に規定された「空家等」とします。 

ただし、空家等の利活用や適正管理の促進などの対策については、空家等となることを予防する

対策でもあることから、空家等に該当しない、人が居住する住宅なども対象とします。 

 

◆計画の位置づけ◆ 
 

本計画は、空家特措法第６条第１項、同法第６条第２項の規定に基づき定め、次のとおり位置づけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆計画の期間◆ 
 

本計画の期間は、令和４年度を初年度とする令和８年度までの５年間とします。 

  

 
紀宝町総合計画 

紀宝町空家等対策計画 

＜庁内関係課における関連計画＞ 

 

紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

整合 

空家特措法 

空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するための

基本的な指針 

基づく 
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Ⅱ 空家等の現状と課題 
 

※ 令和３年度に実施した、空家等の外観調査及び所有者等意識調査の結果は、以下のとおりです。 

 

◆空家等の外観調査◆ 
 

(1) 調査の概要 

本調査は、比較的人家が集中する鵜殿、成川、神内地区における水道引込情報等をもとに抽出した

空家等の可能性のある物件（67件）について、現地において外観目視により空家等の実態把握を行い

ました。 
※調査対象地区は、基本的には全地区対象であるが、今回は相談件数、住宅密集地である地区を先行して実施。 
 

(2) 調査の結果 

調査対象のうち、空家等と判断した物件は、鵜殿 26 件、成川 14 件の計 40 件（神内は該当なし）

でした。 

なお、非空家等物件は、鵜殿５件、成川 12 件、神内２件の計 19 件、不明分は成川７件、神内１

件の計８件（鵜殿は該当なし）となっています。 
 

表 空家等外観調査結果                     （単位：件） 

項目 鵜殿地区 成川地区 神内地区 合計 

調査対象物件 31 33 ３ 67 

空家等物件 26 14 ０ 40 

非空家等物件 ５ 12 ２ 19 

不明 ０ ７ １ ８ 
※非空家等物件：調査時において除却、新築、ｱﾝｹｰﾄ回答等により空家でないと判断。 

※不明：調査時において電気メーター稼働中や草木の繁茂等により実態が把握できないと判断。 

 

◆空家等の所有者等意識調査◆ 
 
(1) 調査の概要 

空家等と想定される物件の所有者等を対象として空家等対策の基礎資料とするため意識調査（アン

ケート）を行いました。 

アンケート調査票は配布数 67 票、回答数 29 票、回答率は 43.3％となっています。 
 

(2) 調査の結果（抜粋） 

〇管理上困っていること           〇空家の管理や活用に関して町へ期待すること 

 （複数回答）                （複数回答） 
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手間や費用がかかる  

遠方に住んでいるので  
管理が困難  

身体的、年齢的問題により  
体が不自由で管理が困難  

業者の空家管理費が高い  

管理を頼める相手がいない  

管理の仕方や相談方法が  
分からない  

まかせているので  
分からない  

特に困っていない  

その他  

不明  
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不動産業者の紹介等、売却・賃貸  
する場合の相手先の情報がほしい  

家財道具等の片付け等を  
行っている業者の情報がほしい  

空家の活用について、アドバイスや  
活用事例等の情報がほしい  

空家のリフォーム補助等、修繕や  
改修に対する補助制度がほしい  

空家の除却に対する  
補助制度がほしい  

空家の管理や活用に関する  
総合的な窓口を設置してほしい  

空家の軽微な管理（除草など）に  
対する支援制度がほしい  

特にない  

その他  

不明  
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Ⅲ 目標と基本方針・Ⅳ 空家等対策の基本的な施策 
 

◆目標◆  ◆基本方針◆               ◆施策（取り組み例）◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 計画の推進に向けて 
 

◆目標の設定◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予防に 

関する 

目標 

利活用 

に関する 

目標 

除却に 

関する 

目標 

空家等の登記、相続、売買、賃貸に関すること、空家等の解体、改築に関するこ

と、その他不動産に関することなどについて、適切な維持管理のための指導・助言

等を行い、空家等の所有者等に対して意識の向上を図り、空家等が管理不全のまま

放置されることを防止します。 

累計相談件数：30件（令和８年度）※６件/年×５か年 

 

空家等の利活用を促進するため空き家バンク制度の登録物件数の増加に向けて取

り組みます。 

空き家バンク累計登録件数：30件（令和８年度）※６件/年×５か年 

町民等の生命、健康、財産の保護を図るとともに、健全な生活環境の保全を図る

ために、老朽化により倒壊のおそれのある空家等の除却を促進します。 

空家等除却件数：50件（令和８年度）※10件/年×５か年 
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空家等の発生抑制 

居住している段階から空家等にならないよう

な意識づけを行い、適切な維持管理を求めます。

また、移住の際には従前住居の継続的な管理を促

す働きかけを行い、空家等の発生を抑制します。 

・アンケート等による空家等の所有者等
意向の把握 

・町の広報紙、ホームページ等を活用し
た情報発信 

・木造住宅耐震診断事業の促進 
・木造住宅耐震補強等補助事業の促進 

空家等の適正管理の促進 

町民や所有者等に対して適正管理に向けた啓

発や情報提供を行うとともに空家等相談窓口を

設置し、空家等の適正管理の促進に努めます。 

・アンケート等による空家等の所有者等
意向の把握（再掲） 

・町の広報紙、ホームページ等を活用し
た町民への情報発信（再掲） 

・相談窓口の設置 
 

空家等の利活用の促進 
・空き家バンク制度 
・空き家リノベーション支援事業 
・都市部（移住相談会等）での空家等情

報の提供 
・木造住宅建設促進対策事業（新築、増

築の場合） 

空家等のまま放置せず利活用が促進するよう、

空き家バンク制度の充実などにより建物の賃貸・

売却の促進を支援します。 

管理不全空家等の解消の促進 

管理不全の空家等については、所有者等への適

正管理や除却に向けた注意喚起を行います。ま

た、周辺への影響や危険等の切迫性が認められた

場合は、空家特措法に基づき特定空家等に認定

し、その所有者等に対する行政指導や行政処分も

念頭に対応します。 

・アンケート等による空家等の所有者等
意向の把握（再掲） 

・空家等の所有者等への支援制度等の情
報提供、助言 

・建物解体助成事業の促進 
・空家等に付随する草木繁茂苦情に対す

る指導及び助言 
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◆推進体制の整備◆ 
 
表 庁内相談体制 

所管課 内容（空家等の対応に特化） 

基盤整備課 空家相談総合窓口、建物解体助成事業、登記などに関すること 

総務課 
火災予防、防犯、防災、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震補強等補助事業な

どに関すること 

企画調整課 
空き家バンク制度、空き家リノベーション支援事業、観光、広報紙、町ＨＰなど

に関すること 

税務住民課 固定資産税（税関係）、戸籍、住民基本台帳などに関すること 

環境衛生課 塵芥処理、水道、浄化槽、動物愛護、公害、生活環境の保全に関すること 

産業振興課 木造住宅建設促進対策事業、有害鳥獣などに関すること 
 

表 関係機関連携体制 

関係機関 内容 

弁護士・司法書士・ 

行政書士・ 

土地家屋調査士 

相続に関する相談や調査、財産の 

所有権移転手続き、民法上の対処法 

等の助言等 

不動産業者 

空家等の流通促進、利活用・管理に 

係る技術支援、紀宝町空き家バンク 

制度の運用支援等 

建築業者・建設業者

（解体業者） 

空家等の解体や改修の相談および 

対応等 

 

◆計画の公表と見直し◆ 
 

(1) 計画の公表 

本計画は、町民や空家等の所有者等に広く周知することが必要であることから、誰もが容易に計

画の内容について知ることができるインターネットを有効活用し、本町のホームページや広報紙等

で公表します。 
 

(2) 計画の見直し 

本計画は、概ね５年後に見直しを行います。 

計画の見直しにあたっては、ＰＤＣＡサイクルに基づき進捗管理を行い、計画策定（PLAN）、施

策の実行（DO）、施策の効果の分析・検証（CHECK）、計画や施策の見直し・改善（ACTION）を

繰り返すことにより、各種施策の検証を進めます。 

そして、必要に応じて施策を追加するなど、社会・経済状況の変化や国・県の動向及び本町の関

連計画等の進捗をふまえ計画の見直しを行います。 

 

関係機関 内容 

警察 犯罪予防のための対応等 

消防 
災害対策及び災害時の応

急措置等 

自治会等 空家等情報の提供等 

国・県 

空家等事業に対する情報

提供、技術的支援、財政

的支援等 

 

発行日：令和４年４月 

発 行：紀宝町     編 集：紀宝町基盤整備課 

〒519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿 324 番地 

TEL：0735-33-0357  FAX：0735-32-0727 

空き家の管理をお願いします。 

空き家は所有者や管理者の責任において、適切に管理していただくものです。 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定めら

れています。 

空き家の倒壊により、通行人がけがをした場合、所有者や管理者は損害賠償

などの管理責任を問われることがあります。 

空き家の管理は 
所有者・ 
管理者の 

責任です！！ 
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